
項目 高畑町裁判所跡地 

古都保存法 歴史的風土特別保存地区以下の行為について許可を要する 

（古都保存法第８条第１項） 

１.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 

 （ただし、水道管や下水道など地下に設ける工作物、高さ1.5ｍ以下の工作物は許可不要） 

２.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質 の変更 

 （ただし、面積が10㎡以下の土地の形質の変更で、高さが1.5mを超えるのりを生ずる切土又は 

  盛土を伴わないもの、並びに面積が10㎡以下の水面の埋立て又は干拓は許可不要） 

３.木竹の伐採 

 （ただし、間伐、枝打ちなどの通常行われる管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採など 

  は許可不要） 

４.土石の類の採取 

５.建築物その他の工作物の色彩の変更 

６.屋外広告物の表示又は掲出 

７.その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 

 

 

２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（１）関係法規制等の把握 
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項目 高畑町裁判所跡地 

奈良市風致

地区条例 
第１種風致地区                     

風致地区内において以下の行為をするときは、条例に基づき許可を要する 

【許可を要する行為及び基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可を要する行為 

１．建築物の新築、増築、改築又は移転 

２．工作物（建築物を除く。）の新築、改築、増築又は移転 

※ただし、水道管や下水道など地下に設ける工作物、高さが 1.5ｍ以下のものは

許可不要 

３．建築物その他の工作物の色彩の変更 

４．宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しく

は干拓 

※ただし、面積が 10㎡以下の土地の形質の変更で、高さが 1.5ｍを超えるのりを

生ずる切土又は盛土を伴わないもの、並びに面積が 10㎡以下の水面の埋立

て又は干拓は許可不要 

５．木竹の伐採 

※ただし、間伐、枝打ちなどの通常行われる管理行為、枯損した木竹や危険な木

竹の伐採などは、許可不要 

６．土石の類の採取 

※ただし、2.のただし書きと同程度のものは許可不要 

７．屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 

２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（１）関係法規制等の把握 
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ゾーン位置及び本質的価値を構成する要素 区域の保存管理・活用の基本方針 

●自然的要素 ◎：歴史的・文化的要素 ○公園的要素 ◇その他要素 

  

  本質的価値を構成する要素   

地形・地割   地形   ●山地（瑜伽山）   
  地割等   ◎境内地（瑜伽神社、天神社） 〇園地（荒池園地）   
水系   流れ   〇水路（荒池園地）   
  池   ●○荒池   
植栽・植生   植栽   ○園地の植栽樹木（松、桜）     ○池畔の植栽樹木（柳） 〇園地の芝   
  植生   ●瑜伽山一帯の樹林   
建築物・   
工作物   

建築物   －   
工作物   ◎瑜伽神社参道、天神社参道   

遺跡・遺構   礎石等   ◎土塀跡       
  埋蔵遺構   ◎周知の埋蔵文化財包蔵地（奈良町遺跡、瑜伽山城跡）   
動物 （奈良のシカを除く）   －   
行催事の場の形成   －   
その他本質的価値を構 
成する要素と密接に関 
わる要素   

◎碑（万葉歌碑）   

  
    
関係する法制度等   ・歴史的風土特別保存地区   ・第１種風致地区   

・歴史拠点景観区域（奈良市景観計画）   

  

２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（２）価値の保存管理・活用の考え方  ○荒池・瑜伽山ゾーン － 「名勝奈良公園保存管理・活用計画」（平成23年3月） 

個別要素の保存管理・活用の主な考え方 

自然的要素に関わる考え方 

 瑜伽山一帯は、鷺池・荒池の背景となる風致林として、その地形及び植生の

適切な保全を図る。 

 荒池の適切な水環境（水質及び水量、生態系）の保全・再生を図る。 

歴史的・文化的要素に関わる考え方 

 瑜伽山の樹林地と一体となる瑜伽神社境内及び天神社境内の景観を保全す

る。 

 地下に埋蔵される遺構（奈良町遺跡・瑜伽山城跡）やその他の遺構（荒池園

地の土塀跡等の表出する組積等）は、当時の歴史を伝える要素として現状の

保存を図る。 

公園的要素に関わる考え方 

 園地の景観を特徴づける松、桜、柳等の植栽樹木および、芝地の適切な維

持管理を図るとともに、公園の風致に配慮した整備・活用を図る。 

名勝指定当初の区域である瑜伽神社および天神社境内地景観な

らびに瑜伽山と一体となる景観形成のための適切な保全を図ると

ともに、浅茅ヶ原と一体となり奈良公園の水辺景観を形成する荒池

一帯の質の高い風致景観の保全を図る。 
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興福寺子院である旧松林院として室町～明治まで営まれ、大正期山口家南都別邸として実業家と芸術家との交流の場であった 

２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（３）高畑町裁判所跡地の価値の確認 
 
 １）成り立ちの整理 
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■松林院跡 
（室町時代～明治時代） 

■裁判所跡地 
（昭和時代） 

■山口家南都別邸 
（大正時代） ■現況 

２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（３）高畑町裁判所跡地の価値の確認 
 
 ２）土地利用の変遷 
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２．高畑町裁判所跡地の価値の確認 

（３）高畑町裁判所跡地の価値の確認 
 
 ３）文化財発掘調査の詳細 
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